
 
消費者契約法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄） 

 

○衆議院消費者問題に関する特別委員会（平成 28 年４月 28 日） 

 二 情報通信技術の発達や高齢化の進展を始めとした社会経済状況の変化に鑑み、

消費者委員会消費者契約法専門調査会において今後の検討課題とされた、「勧誘」

要件の在り方、不利益事実の不告知、困惑類型の追加、「平均的な損害の額」の立

証責任、条項使用者不利の原則、不当条項の類型の追加その他の事項につき、引

き続き、消費者契約に係る裁判例や消費生活相談事例等の更なる調査・分析、検

討を行い、その結果を踏まえ、本法成立後三年以内に必要な措置を講ずること。 

 

○参議院地方・消費者問題に関する特別委員会（平成 28 年５月 20 日） 

 二 消費者被害を防止することにより、被害で失われたであろう金額が正当な消費

に向かうことが健全な内需拡大に資することに鑑み、消費者委員会消費者契約法

専門調査会報告書において、今後の検討課題とされた論点については、消費者契

約に係る裁判例、消費生活相談事例、様々な業界における事業者の実務実態等の

調査・分析に基づき、健全な事業活動に支障を来すことのないよう配慮しつつ、

消費者の安全・安心に寄り添って検討を行い、国会における審議も踏まえて、本

法成立後遅くとも三年以内に必要な措置を講ずること。 
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